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１．実施プラン

【施策】

主な事業 事業の概要 実施主体 2020年度 202４年度

道路、緑地、公
共施設等の適正
な管理

道路を常に良好な状態に保つことにより、安
全で円滑な交通状況を確保します。緑地や公
園等の公共施設を適切に管理し、良好な操業
環境の保全を図ります。

市
関係機関
民間

● →

産業インフラの
整備

道路整備基本計画に基づき主要な工業団地と
インターチェンジ等とを結ぶ円滑なアクセス
環境を形成するとともに、新名神高速道路等
の広域的な交通網を活かし、産業振興を担う
道路整備を推進します。

市
関係機関

△ ●

公共交通の利便
性向上

地域公共交通網形成計画に基づき、公共交通
機関のベストミックスによる公共交通の利便
性向上を図ります。

市
関係機関

△ ●

通勤課題の解消
工業団地等への通勤対策に対する支援制度の
創設や、ICTの活用による新たな交通システ
ムの構築について検討します。

市
民間

△ ●

　実施プランについては、本計画の策定・見直しに合わせて示すこととしますが、随時、検
討・追加・見直しを行いながら効果的な事業を実施していきます。

■実施主体
市　　　：甲賀市

関係機関：国、滋賀県、支援機関（(独)日本貿易振興機構、甲賀市商工会、甲賀農業
　　　　　協同組合、甲賀市観光協会、信楽町観光協会、滋賀県産業支援プラザ　等）

民間　　：企業、個人事業者、金融機関、NPO等
大学等　：大学、短期大学、専門学校　等

　甲賀市商工業振興計画（以下、「本計画」という。）に定める基本方針と５つの基本目標
に基づいて実施する主な事業を「実施プラン」として次に示します。

基本目標１　産業基盤の整備・企業誘致の強化

地域を支えるものづくり産業を担う企業を応援するため、工業用地の創出、操業環境の整
備、支援体制の拡充を行い、企業立地を促進します。

①．企業活動を
活性化させる環
境（道路・公共
交通等）の整備

△検討、●実施、→継続

【取組内容】

公共交通機関の最適化や支援制度の創設により、通勤における利便性の
向上に取り組みます。

市内の既存企業の新たな事業活動を促進するため、企業のニーズに対応
した工場等の周辺環境（道路、緑地、公共施設等）の適正な管理や基盤
整備を推進します。

資料2
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【施策】

主な事業 事業の概要 実施主体 2020年度 202４年度

新たな工業用地
の整備

不足する工業用地を確保するため、インター
チェンジ周辺など、新たな工業団地の整備を
進めます。

市
民間

● →

緑地等の基準を
緩和

不足する事業用地を確保し、設備投資の機会
ロスを防ぐため甲賀市工場立地法における緑
地等の基準の特例を定める条例により、緑地
等の基準緩和を維持します。

市 ● →

事業用地台帳の
整備

企業誘致の可能性のある産業用地を抽出し、
データベース化による情報提供を行い、企業
誘致を促進します。

市 ● →

土地利用の調整
産業用地の確保を阻害する利用規制などにか
かる調整を進め、産業用地の創出に努めま
す。

市 ● →

企業誘致・立地
の推進

本市の立地環境やものづくり産業の集積と
いった強みを活かし、付加価値の高いモノづ
くり産業に重点を置いて、事業活動の中核と
なる本社機能や研究開発機能等を有する企業
の誘致・設備投資の促進を図ります。

市
関係機関

● →

設備投資による用地拡張や新たな企業立地のニーズに対応するため、新
たな工業団地やそれに伴うインフラ整備、規制緩和等による工業用地の
創出を行います。

【取組内容】

事業活動の中核となる本社機能や研究開発機能等を有する企業等の誘
致・設備投資の促進を図ります。

②．工業用地創
出による、企業
誘致・立地の推
進

△検討、●実施、→継続
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【施策】

③．優遇措置等
による設備投資
の促進

主な事業 事業の概要 実施主体 2020年度 202４年度

固定資産税の不
均一課税の実施

市内における企業等の新たな立地・設備投資
を支援し、産業の振興と雇用機会の拡大を図
るため、固定資産税の特別措置（減税）を行
います。

市 ● →

生産性向上特別
措置法に基づく
中小企業の設備
投資の支援

中小企業の労働生産性の向上と設備投資の後
押しをするため、国の指針に従い、生産性向
上特別措置法に基づく導入促進基本計画を定
め、中小企業が実施する設備投資を支援しま
す。

市 ● →

国・県等補助制
度の活用促進

ＤＸの推進やカーボンニュートラルの実現に
向け、設備投資や新たな商品開発等に取り組
む事業者が国や県・関係機関の実施する支援
制度を有効活用できるよう情報提供に努めま
す。
補助金や融資制度等に関連する企業からの問
い合わせに対し、市だけでなく県や国等の制
度についてもワンストップで対応できるよう
な相談体制の整備を進めます。

市
関係機関

● →

【施策】

①．農商工連携
による地域資源
の活用

主な事業 事業の概要 実施主体 2020年度 202４年度

新商品開発等の
促進

地域特性を活かした特産品の開発、付加価値
の向上、販売拡大等のため、開発資金確保や
大学等と企業とのマッチング機会の創出など
による新たな商品の開発を促進します。

市
関係機関
民間
大学等

● →

異業種間連携の推
進

関連産業だけでなく、多様な産業との連携に
よる、地域資源を活用した新事業の創出等の
取組を推進します。

市
関係機関
民間

● →

６次産業化の推進
地元で生産された農産物の付加価値向上を目
指した、農林業者による６次産業化の取組を
推進します。

市
関係機関
民間

● →

【取組内容】

サプライチェーン再編よる製造拠点の国内回帰や国内生産拠点等を本市
に呼び込むため、固定資産税の特別措置や、国や県・関係機関の実施す
る支援制度の有効活用により設備投資を促進します。

基本目標２　商業・サービス業の活性化

意欲的な個店等の取り組みへの支援を通じて、市内外からの消費者を獲得し、商業・サービ
ス業の活性化を図ります。

【取組内容】

本市の地場産業、商業、観光、農林水産業や、豊かな自然、歴史・文化
等の地域資源を活用し、時代のニーズに合わせた商品・サービスの開発
を推進します。

△検討、●実施、→継続

△検討、●実施、→継続
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【施策】

②．きめ細かな
伴走支援の仕組
みづくり

主な事業 事業の概要 実施主体 2020年度 202４年度

関係機関による
一体的な支援拠
点の整備

中小企業の多様な経営課題に対応するための
総合的な相談窓口となり、関係機関の支援
ネットワークのハブ機能を有し、継続し支援
を行う拠点となる甲賀ビジネスサポートセン
ターを中心に中小企業を支援します。

市
関係機関

● →

【施策】

主な事業 事業の概要 実施主体 2020年度 202４年度

経営相談の強化

商業者が消費者のニーズを把握し、ＤＸの推
進、商品構成、営業時間等の店舗運営に反映
できるような取り組みや事業承継に対する相
談体制の強化を図ります。

市
関係機関

△ ●

経営支援制度の
充実

事業者のニーズを把握し、国や県、関係機関
等の各種支援制度の活用を図るとともに、最
適な直接支援制度の創出について検討しま
す。
DXの推進等の新たな技術を活用し生産性向
上に取組む事業者への支援を行います。

市
関係機関

△ ●

経営資金の確保

現行の小口融資を引き続き実施し、適切な融
資により企業の経営基盤の安定化を目指しま
す。
信用保証や各種融資・補助制度など、中小企
業の経営支援のための国や県及び各種団体の
制度を有効に活用できるよう、情報を収集し
提供に努めます。

市
関係機関

● →

③．意欲的な個
店等の直接支援

△検討、●実施、→継続

小規模事業者等の抱える経営課題や創業者に対し、継続してサポートし
課題解決を図るための支援体制を整備します。

【取組内容】

【取組内容】

小規模事業者等の抱える事業承継等の経営課題や創業者に対し、継続し
てサポートし課題解決を図るための支援体制を整備します。

自らの創意工夫及び自主的な経営努力に取り組む事業者に対して支援を
行います。

△検討、●実施、→継続
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【施策】

①．国内外への
地場産業の魅力
発信

主な事業 事業の概要 実施主体 2020年度 202４年度

くすりのまち甲
賀の情報発信等
による薬業の振
興

くすりのまち甲賀を国内外に発信し、イメー
ジ向上を図り地場企業を側面支援するため、
薬業に関する普及啓発や学習会及び研修会の
実施、薬業に関する歴史的、民俗的、産業的
資料等の収集、保管及び展示を行います。
くすり産業を生かしたまちづくりを進めるた
め、産官学民による薬業振興ネットワークづ
くりを進めます。

市
関係機関
民間
大学等

● →

六古窯信楽焼の
ブランド向上

信楽焼の技術や価値を展示・紹介し、これら
の文化を未来に承継することを目的とする伝
統産業会館の活用や信楽焼産業製品の展示、
日本遺産に認定された六古窯信楽焼のブラン
ド化により、信楽焼の産業を国内外に発信
し、産地としての価値を高め、イメージ向上
を図り地場企業を側面支援します。

市
関係機関
民間

● →

信楽焼の魅力発
信による誘客の
促進

202５年日本国際博覧会（大阪・関西万博）
を見据え、信楽焼のブランド力をさらに高め
るため、イベントを開催し、信楽焼の魅力を
世界に発信することで、日本人観光客・訪日
外国人観光客（インバウンド）の誘客を促進
します。

市
関係機関
民間

● →

地場産品の市内
消費拡大

市民が日頃から、信楽焼などの地場産品に親
しみ、来訪者に自信を持って紹介できるよう
に市内消費の拡大に努めます。

市
関係機関
民間

● →

基本目標３　地場産業の維持拡大

地場産業の経営基盤強化や新技術・新製品開発、海外需要の取り組みなどを支援します。

地場産業である信楽焼や甲賀の薬の魅力をメディア等も積極的に活用し
て国内外に発信し、イメージ向上を図り、販路開拓に取り組む企業を側
面支援します。

【取組内容】

△検討、●実施、→継続
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【施策】

②．技術や伝統
の継承・後継者
育成・担い手確
保

主な事業 事業の概要 実施主体 2020年度 202４年度

信楽窯業試験場
との連携による
人材育成

研究開発・技術支援・人材育成・魅力発信・
連携交流・情報発信の機能を有する滋賀県立
信楽窯業試験場との連携を強化し、技術承
継・人材育成を進めるととに、育てた人材と
市内事業者へのマッチングを進めます。

市
関係機関

● →

陶業後継者修学
資金への支援

陶業後継者を育成するため、窯業に関する高
度な理論と技術を修め、将来、信楽焼等の関
連事業所に就業しようとする者に対し、修学
資金への支援を行い、陶業後継者を育成しま
す。

市 ● →

【施策】

主な事業 事業の概要 実施主体 2020年度 202４年度

地場産業等の販
路開拓

地場産業に携わる中小企業者が、海外や新た
な異業種との連携等による新規販路を開拓す
るための支援を行います。海外販路の開拓に
ついては日本貿易振興機構(ジェトロ)との連
携による伴走支援を行います。

市
関係機関

● →

新商品開発等の
支援

地域特性を活かした特産品の開発、付加価値
の向上、販売拡大等のため、開発資金確保や
大学等と企業とのマッチング機会の創出など
の支援を行います。

市
関係機関
大学等

● →

△検討、●実施、→継続

【取組内容】

県や関係団体、教育機関等と連携しながら技術の継承や人材の育成を行
うとともに、育てた人材と事業者のマッチングを進めます。

【取組内容】

③．新たな市場
開拓・販路の維
持拡大

産業支援機関等と連携し、海外への事業展開を図る意欲ある事業者の取
り組みに対し支援を行います。

市場ニーズを柔軟に掴み取り、地場産業等の技術を活かした商品開発や
生産性の向上、販路開拓を推進します。

△検討、●実施、→継続
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【施策】

①．地域資源を
活かした地域プ
ロジェクトの創
出

主な事業 事業の概要 実施主体 2020年度 202４年度

特区等特別支援
制度の創設

地域の「稼ぐ力」を生み出し、地域課題の解
決や地域の活性化を図るリーディングプロ
ジェクトの発掘と特別な支援制度を創設しま
す。

市 △ ●

【施策】

主な事業 事業の概要 実施主体 2020年度 202４年度

DXの推進によ
る新ビジネスの
創出

DXの推進を活用し、高付加価値な新商品開
発や生産性向上等を図るための新たな手法の
調査・検討を進めます。

市
関係機関
大学等

△ ●

産官学金連携の
推進

大学などの研究機関との交流や連携に加え地
域金融機関とも連携し、新たな刺激やアイデ
ア、技術開発などの知的情報の導入を促進
し、共同作業、共同研究、市場調査や社会実
験による新分野・新事業の創出を促進しま
す。

市
関係機関
民間
大学等

△ ●

ものづくり産業に偏った産業構造を変革し、人口減少に立ち向かうための新たな「稼ぐ力」
の創出、創業に対する積極的な支援を行います。

【取組内容】

特別な支援制度による、地域活性化に資するプロジェクトを創出しま
す。

△検討、●実施、→継続

基本目標４　新たな産業の創出と創業支援

△検討、●実施、→継続

【取組内容】

②．産官学金連
携による新分
野・新事業展開
の支援

産官学金が連携し、今後成長が期待される新分野への挑戦や新事業展開
に対する支援を行います。

事業者にとって従来とは異なる事業への新事業展開や第二創業の取り組
みを支援します。

ー7ー



【施策】

③．創業支援の
強化

主な事業 事業の概要 実施主体 2020年度 202４年度

関係機関による
一体的な支援拠
点の整備【再
掲】

中小企業の多様な経営課題に対応するための
総合的な相談窓口となり、関係機関の支援
ネットワークのハブ機能を有し、継続し支援
を行う拠点となる甲賀ビジネスサポートセン
ターを中心に中小企業を支援します。

市
関係機関

● →

創業支援の強化

起業するにあたって必要な情報や手続きなど
を市内外に積極的に発信するほか、情報提供
やアドバイスを行うための相談機能の充実や
クラウドファンディングの活用等、市内で起
業に取り組む人々を支援します。

市
関係機関

● →

地域コミュ二
ティビジネスの
推進

地域の人々や、本市内での起業や店舗経営を
目指す創業者による、地域コミュニティに立
脚したビジネスを推進します。

市
関係機関
民間

△ ●

【施策】

④．観光関連産
業の活性化

主な事業 事業の概要 実施主体 2020年度 202４年度

創業支援（観
光）の推進

起業するにあたって必要な情報や手続きなど
を市内外に積極的に発信するほか、情報提供
やアドバイスを行うための相談機能の充実や
クラウドファンディングの活用等、市内で起
業に取り組む人々を支援します。

市
関係機関

● →

日本遺産の活用
によるインバウ
ンドの推進

日本遺産に認定された、「忍者」「信楽焼」
を活用した情報発信により、海外からの誘客
を推進します。

市
関係機関
民間

● →

観光関連事業の
支援

第２次甲賀市観光振興計画に基づき、多様な
観光資源を活用した飲食店や物販店などの観
光産業に関わる事業所への支援を行います。

市
関係機関

● →

観光拠点の整備
「忍者」を核とする観光拠点を核としたネッ
トワークづくりを進めます。

市
関係機関

● →

【取組内容】

関係機関との連携強化を図り、ビジネススクール等の学びの場を設け
て、若者や女性をはじめとした意欲ある創業者の発掘を進め、開業、事
業化、自立、事業の継続を積極的に支援します。

△検討、●実施、→継続

【取組内容】

まちの魅力を市民、事業者、関係団体で広く共有し、多様な資源を活か
した観光振興による産業の発展を推進します。特に、202１年の東京オ
リンピック・パラリンピックや2025年の大阪万国博覧会の開催をチャ
ンスと捉え、全国、海外から人を呼び込みます。

△検討、●実施、→継続
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【施策】

主な事業 事業の概要 実施主体 2020年度 202４年度

関係機関による
一体的な支援拠
点の整備【再
掲】

中小企業の多様な経営課題に対応するための
総合的な相談窓口となり、関係機関の支援
ネットワークのハブ機能を有し、継続し支援
を行う拠点となる甲賀ビジネスサポートセン
ターを中心に中小企業を支援します。

市
関係機関

● →

経営資金の確保

現行の小口融資を引き続き実施し、適切な融
資により企業の経営基盤の安定化を目指しま
す。
信用保証や各種融資・補助制度など、中小企
業の経営支援のための国や県及び各種団体の
制度を有効に活用できるよう、情報を収集し
提供に努めます。

市
関係機関

● →

域内調達と発注
時期の平準化

市全ての部局で調達に際して地域の事業者が
積極的に参加できるよう配慮するとともに、
計画的な事業経営ができるよう、公共事業等
の発注時期の平準化に努めます。

市 ● →

市内リフォーム
需要の喚起

地域経済の活性化を図りながら、少子化対策
や定住を促進するため、市内でのリフォーム
需要の喚起を図ります。

市
民間

● →

基本目標５　経営と雇用の安定化

中小企業の経営支援を図るとともに、雇用機会の確保・安定化に努めます。

【取組内容】

甲賀市商工会を中心とする関係機関との連携により、中小企業の経営課
題に応じて速やかに改善できるような伴走型の支援に取り組みます。

中小企業の資金繰りの安定化や設備投資を支援するため、資金融資制度
を維持します。

市内の消費喚起を図ることで、地域経済の活性化を図ります。

①．中小企業の
経営支援
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【施策】

②．事業承継・
事業連携の推進

主な事業 事業の概要 実施主体 2020年度 202４年度

事業承継の促進

事業承継についての意識・意欲向上のため、
ノウハウや成功事例などを情報提供するとと
もに、他の支援機関との連携を行い、円滑な
事業承継を促進します。

市
関係機関
民間

● →

中小企業間の連
携推進

専門家の派遣等による、企業間のネットワー
ク構築と強化を図り、市内企業の課題発見・
解決に向けた取り組みや、経営資源の相互補
完を図るための同業種間での連携の促進、も
のづくり中小企業の下請け構造からの脱却を
目指した共同受注体制の確立など、ビジネス
展開に向けた中小企業間の連携を推進しま
す。

市
関係機関
民間

△ ●

【取組内容】

中小企業がこれまで培ってきた経営資源を円滑に継承し、後継者に円滑
に引き継げるよう事業承継に取り組みます。

△検討、●実施、→継続
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【施策】

主な事業 事業の概要 実施主体 2020年度 202４年度

就労支援の強化

関係支援機関とも連携し、中小企業と求職者
のマッチングを目指す合同企業説明会や企業
の人材確保をテーマとしたセミナー等を積極
的に紹介することにより、中小企業の人材確
保を支援します。また、就職氷河期世代の積
極的な雇用を促進します。

市
関係機関
民間

● →

雇用機会の創出
観光産業やデザイン、コンテンツのクリエイ
ティブ産業などの多様な雇用機会の創出を図
り、雇用のミスマッチ解消に取り組みます。

市
関係機関

△ ●

若者の奨学金

大学や高等学校、中学校、関係団体と連携
し、学生、生徒、保護者に対し、市内中小企
業の魅力を発信するなど、市内中小企業と学
生・生徒との相互理解を促進するための環境
づくりを進め、若年人材の市内中小企業への
就職を促進します。

市
関係機関
民間
大学等

△ ●

人材育成の支援

関係支援機関との連携により中小企業が抱え
る人材育成の課題に関し、相談・援助を行う
とともに、研修会を実施するなど中小企業の
人材育成を支援します。
次世代を担う子どもが、ものづくりの楽しさ
や科学の面白さを体験などによる市のものづ
くり産業を担う人材の創出・育成について教
育機関と連携し検討します。

市
関係機関
大学等

△ ●

外国人材の確保

日本語教室など外国人の活躍を支援するとと
もに、地域経済の活性化に資する外国人の受
入を促進するため、外国人留学生や高度外国
人材等の活用を図るとともに、日本での就労
資格を持つ外国人のニーズに応じた就労促進
を検討します。

市
関係機関

△ ●

③．人材の育
成・確保支援

中小企業が優秀な従業員を確保できるよう、大学や高校等との連携や、
マッチングの推進等により雇用面での支援を行います。

中小企業が抱える人材育成の課題に関し、相談、援助を行うとともに、
研修会を実施する等、中小企業の人材育成を支援します。

日本での就労資格を持つ外国人のニーズに応じた就労促進に努めます。

【取組内容】
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【施策】

④．働き方改
革・ワーク･ラ
イフ･バランス
の推進

主な事業 事業の概要 実施主体 2020年度 202４年度

ワーク･ライフ･
バランスの推進

仕事と子育てや介護等が両立できる雇用環境
づくりをはじめ、人材の確保・定着や生産性
の向上など、企業におけるワーク･ライフ･バ
ランスの取組を推進します。
また、テレワークやオンライン会議など多様
な働き方を支援します。

市
関係機関
民間

● →

【施策】

主な事業 事業の概要 実施主体 2020年度 202４年度

女性活躍の推進
働く場で「女性の力」を最大限に発揮できる
よう、企業や団体との連携により、ワーク･
ライフ･バランスやイクボスを推進します。

市
関係機関
民間

● →

女性の起業・
キャリアップの
促進

起業を目指す女性や女性従業員のキャリア
アップを支援する市内の企業・事業所、子育
て中の女性に対し、資格取得にかかる経費の
支援や、各企業で女性の資格取得補助制度な
どキャリアアップ支援制度の整備を促進しま
す。

市
関係機関
民間

● →

女性の就労促進
女性の社会参画や就労生活を、就労相談・求
人情報の提供・現場見学など多方面から支援
し、就業を支援します。

市
関係機関
民間

● →

高齢者の活躍促
進

働く意欲を持つ高齢者が、その培ってきた経
験や知識、技能を活かし、活躍できる場の拡
大に努めます。

市
関係機関
民間

● →

高齢者の就業機
会の確保

シルバー人材センターの活用等により、高齢
者の多様な就業ニーズに応じた就業機会の確
保を推進します。

市
関係機関
民間

● →

障がい者の活躍
促進

障がい者の就労ニーズと企業の雇用ニーズの
マッチングを行うなど、多様な就労ニーズに
応じた雇用機会の確保を促進します。

市
関係機関
民間

● →

就労支援の強化

関係支援機関とも連携し、中小企業と求職者
のマッチングを目指す合同企業説明会や企業
の人材確保をテーマとしたセミナー等を積極
的に紹介することにより、中小企業の人材確
保を支援します。また、就職氷河期世代の積
極的な雇用を促進します。

市
関係機関
民間

● →

⑤．女性・高齢
者等の活躍推進

女性の働く場への参画拡大や、女性人材の採用・育成・登用の促進を推
進します。

高齢者等の体力やライフスタイルに応じた多様な就労ニーズに対応し
た、高齢者等の活躍の場の拡大に努めます。

△検討、●実施、→継続

【取組内容】

働き方を見直し、ワーク・ライフ･バランスが実現される職場環境づくり
を推進します。

△検討、●実施、→継続

【取組内容】
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２．重点プロジェクト 

  これまでに掲げてきた５つの基本目標の取り組みを進める際に、特に力を

入れて取り組むべき事業を重点プロジェクトとして掲げます。 

 

１）選定の視点 

①各目標相互に関係し連携することで大きな効果が見込めるもの 

②全ての産業において共通の課題となっているもの 

 ③新たな稼ぐ力を生み出す取り組み 

 

２）重点プロジェクト 

  ①関係機関による一体的な支援拠点（甲賀ビジネスサポートセンター）の

設置・運営 

    地域に密着した小規模事業者は、地域経済の担い手としてだけでな

く、地域社会の重要な担い手であり、多様な雇用の創出や地域資源を活

用した事業による新たな地域の可能性（観光等の新たな稼ぐ力の獲得）

が期待されます。しかしながら、市場縮小、人材不足、流通構造の変化

等により経営環境は年々厳しさを増している中、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大の影響を受けている小規模事業者の活性化に取り組まな

ければ、地域社会の維持が困難な状況となります。 

    そのため、小規模事業者の支援を進めるワンストップ窓口を設置し、

多様な経営課題への解決を図ります。 

    そして、支援拠点（甲賀ビジネスサポートセンター）の活発な活動に

より、市内外から多様な人材が集まり、市内で多くの新たな仕事が生ま

れることを目指します。 

 

  【主な取り組み内容】 

    〇一体的な支援拠点（甲賀ビジネスサポートセンター）の設置 

    〇計画的な巡回訪問と高度専門的な窓口相談 

〇専門家派遣制度及び専門機関による定例相談窓口の設置 

〇経営課題解決のための各種講習会・研修会の開催 

〇販路開拓支援・事業承継支援・創業支援 

〇各種補助金申請支援及び融資制度のあっせん 
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 ②人材の確保と育成支援 

   急速な人口減少等を背景とする人材不足の中において、近年の景気回復

傾向により多くの産業分野で人材不足が深刻化しています。とりわけ、中

小企業等において、より深刻な状況となっています。 

このような現状を改善し、より多くの人材を確保するため、市内外に対

し甲賀市の住みよさを発信するとともに、中小企業等の採用活動や人材育

成に対する支援等を行います。 

   また、女性の働く場への参画拡大や、女性人材の採用・育成・登用を促

進することにより人材の確保を図ります。 

 

  【主な取り組み内容】 

    〇高卒人材の市内企業就業支援 

    〇外国人材の確保検討 

    〇都市部在住人材のＵＩＪターン促進 

    〇合同就職面接会による雇用機会の提供 

    〇インターンシップの活用による雇用促進 

    〇人材育成に関する相談・支援体制の強化 

    〇教育機関との連携検討 

    〇ワーク･ライフ･バランスの推進 

    〇テレワーク、オンライン会議など多様な働き方の支援 

    〇女性の活躍推進 

 

 ③新産業特区プロジェクト 

 

 【主な検討プロジェクト】 

    〇忍者を活用した観光振興の核となる観光特別地域プロジェクト 

〇公共交通機関の利活用を核とした都市機能向上による産業振興プ 

ロジェクト 

〇中山間地域における学校活用プロジェクト 

〇薬と健康をテーマとした産学官金連携プロジェクト 

〇信楽焼を活用した新ビジネス創出プロジェクト 
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